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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　机の上部後端部に左右方向に延びる連結補強部材を固定し、デスクトップパネルが天板
よりも上側に突出した状態で取り付けられるデスクトップパネル取付部と、幕板が前記天
板よりも下側に垂れ下がった状態で取り付けられる幕板取付部とを備えるブラケットを、
前記連結補強部材とブラケットとの間に設けたブラケット着脱手段を介して、机の上部後
端部に着脱可能に取り付けたことを特徴とする机等におけるデスクトップパネル及び幕板
の取付装置。
【請求項２】
　デスクトップパネルが天板よりも上側に突出した状態で取り付けられるデスクトップパ
ネル取付部と、幕板が前記天板よりも下側に垂れ下がった状態で取り付けられる幕板取付
部とを備えるブラケットを、机の上部後端部に設け、デスクトップパネルとブラケットと
の間に設けたデスクトップパネル着脱手段を介して、前記デスクトップパネルを前記ブラ
ケットに着脱可能に取り付け、デスクトップパネル着脱手段を、デスクトップパネルとデ
スクトップパネル取付部のいずれか一方側に設けられた係合部と他方側に設けられた被係
合部とにより構成するとともに、前記係合部に上下方向を向く取付孔を設け、前記被係合
部に前記取付孔に着脱自在に挿入係合可能な係合ピンを設け、さらに、前記取付孔に挿入
された係合ピンと前記取付孔との間の隙間を無くす弾性部材を、前記係合ピンの外周面に
一体的に設けたことを特徴とするデスクトップパネル及び幕板の取付装置。
【請求項３】
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　デスクトップパネルが天板よりも上側に突出した状態で取り付けられるデスクトップパ
ネル取付部と、幕板が前記天板よりも下側に垂れ下がった状態で取り付けられる幕板取付
部とを備え、かつ机の上部後端部に取り付けられるブラケットを、机側に取り付けられる
ブラケット本体と、前記幕板側に取り付けられる幕板取付片とにより構成し、それらの間
に設けた幕板着脱手段を介して、前記幕板取付片を前記ブラケット本体に着脱可能に取り
付けたことを特徴とする机等におけるデスクトップパネル及び幕板の取付装置。
【請求項４】
　デスクトップパネルと幕板とが、天板とほぼ直角をなす同一平面を形成するようにして
、前記デスクトップパネル及び前記幕板をそれぞれブラケットに取り付けるようにしたこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の机等におけるデスクトップパネル及び幕
板の取付装置。
【請求項５】
　幕板を、幕板取付部に上下方向の取付位置調節可能として装着したことを特徴とする請
求項１～４のいずれかに記載の机等におけるデスクトップパネル及び幕板の取付装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デスクトップパネルと幕板とを使用可能な机やテーブル等におけるデスクト
ップパネル及び幕板の取付装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフィス等で使用される机やテーブル(以下、これらを総称して「机等」という)の中に
は、後部に目隠し等を行うためのデスクトップパネルを立設して、執務スペースと、その
他のスペースとの仕切りとして機能させることが多い。このようにすることによって、使
用者に働きやすい執務空間を提供することが可能となる。また、天板下の後端部に、該天
板から垂下するパネル状の幕板を取り付け、下肢空間を執務スペースと、その他のスペー
スとの仕切りとして機能させたものも多く見られる。
【０００３】
　このように構成したパネルの取付構造としては、左右の支持体の側面、若しくは支持体
同士を繋ぐ連結材に、デスクトップパネルあるいは幕板を係止若しくは螺合して取り付け
ているのが一般的である(例えば、特許文献１、特許文献２参照)。
【特許文献１】特開２００２－２８２０５３号公報
【特許文献２】特開２０００－３００３５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載される机の構造では、デスクトップパネルと幕板の取り付け
が、それぞれ独立しているから、構造が複雑になるとともに、コストも高くなるという問
題を有している。また、特許文献２に記載される机の構造において、幕板に加えてデスク
トップパネルも取り付けできるようにした場合は、デスクトップパネルと幕板の取り付け
が、それぞれ独立した構造になるから、机の構造が複雑になるとともに、コストも高くな
るという問題が予想される。
【０００５】
　本発明は、上述のような従来の課題を解決するためになされたものであって、構造が簡
単で、低コストな机等におけるデスクトップパネル及び幕板の取付装置を提供することを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によると、上記課題は、次のようにして解決される。
（１）机の上部後端部に左右方向に延びる連結補強部材を固定し、デスクトップパネルが
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天板よりも上側に突出した状態で取り付けられるデスクトップパネル取付部と、幕板が前
記天板よりも下側に垂れ下がった状態で取り付けられる幕板取付部とを備えるブラケット
を、前記連結補強部材とブラケットとの間に設けたブラケット着脱手段を介して、机の上
部後端部に着脱可能に取り付ける。
【０００７】
（２）デスクトップパネルが天板よりも上側に突出した状態で取り付けられるデスクトッ
プパネル取付部と、幕板が前記天板よりも下側に垂れ下がった状態で取り付けられる幕板
取付部とを備えるブラケットを、机の上部後端部に設け、デスクトップパネルとブラケッ
トとの間に設けたデスクトップパネル着脱手段を介して、前記デスクトップパネルを前記
ブラケットに着脱可能に取り付け、デスクトップパネル着脱手段を、デスクトップパネル
とデスクトップパネル取付部のいずれか一方側に設けられた係合部と他方側に設けられた
被係合部とにより構成するとともに、前記係合部に上下方向を向く取付孔を設け、前記被
係合部に前記取付孔に着脱自在に挿入係合可能な係合ピンを設け、さらに、前記取付孔に
挿入された係合ピンと前記取付孔との間の隙間を無くす弾性部材を、前記係合ピンの外周
面に一体的に設ける。
【０００８】
（３）デスクトップパネルが天板よりも上側に突出した状態で取り付けられるデスクトッ
プパネル取付部と、幕板が前記天板よりも下側に垂れ下がった状態で取り付けられる幕板
取付部とを備え、かつ机の上部後端部に取り付けられるブラケットを、机側に取り付けら
れるブラケット本体と、前記幕板側に取り付けられる幕板取付片とにより構成し、それら
の間に設けた幕板着脱手段を介して、前記幕板取付片を前記ブラケット本体に着脱可能に
取り付ける。
【０００９】
（４）上記（１）～（３）項のいずれかにおいて、デスクトップパネルと幕板とが、天板
とほぼ直角をなす同一平面を形成するようにして、前記デスクトップパネル及び前記幕板
をそれぞれブラケットに取り付ける。
【００１０】
（５）上記（１）～（４）項のいずれかにおいて、幕板を、幕板取付部に上下方向の取付
位置調節可能として装着する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によると、次のような効果を奏することができる。
（ａ）請求項１～３のそれぞれに記載されている各発明によれば、机に設けられた同じブ
ラケットを使用してデスクトップパネルと幕板をそれぞれ机に取り付けることが可能であ
るので、部品点数の低減及び構造の簡略化が図れ、低コスト化が可能になる。
【００１２】
　また、請求項１記載の発明によれば、机本体に対してブラケットが着脱可能になってい
るので、デスクトップパネルと幕板の取り付けが不要なときには、ブラケットを机本体か
ら取り外し、必要なときに再び取り付けるという選択を自由に行うことができる。これに
より、使い勝手が良くなり、実用面での向上が図れる。
　さらに、ブラケットを机本体に、連結補強部材を介して取り付けるので、この連結補強
部材を用いることにより、取付強度の向上が図れる。
【００１３】
（ｂ）請求項２記載の発明によれば、ブラケットに対してデスクトップパネルが着脱可能
になっているので、デスクトップパネルが不要なときはブラケットから取り外し、必要な
ときに再び取り付けるという選択を自由に行うことができる。これにより、使い勝手が良
くなり、実用面での向上が図れる。
　また、係合部の取付孔に係合ピンを挿入して係合させると、ブラケットに対してデスク
トップパネルを簡単に取り付けることができるので、取付作業の簡略化が図れる。
　さらに、取付孔と係合ピンとの間に介装された弾性部材により、取付孔と係合ピンとの
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間の隙間を無くして、デスクトップパネルのがたつきを防止することができる。
【００１４】
（ｃ）請求項３記載の発明によれば、机側のブラケット本体に対して、幕板側の幕板取付
片が着脱可能になっているので、幕板が不要なときには、幕板取付片をブラケット本体か
ら取り外し、必要なときに再び取り付けるという選択を自由に行うことができる。これに
より、使い勝手が良くなり、実用面での向上が図れる。
【００１５】
（ｄ）請求項４記載の発明によれば、デスクトップパネルと幕板とが、同一平面を形成し
ているので、体裁の向上が図れる。
【００１６】
（ｅ）請求項５記載の発明によれば、幕板を、幕板取付部に上下方向の取付位置調節可能
として装着したことにより、デスクトップパネルと幕板とを、互いに密接させて机に装着
したり、それらの間に隙間を設けて机に装着したりすることができ、隙間を設けた場合は
、その隙間から配線を前後方向に通すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を、図面に基づいて説明する。
　図１は本発明を適用したデスクトップパネル及び幕板の取付装置の一例を備える机を背
面側から見た外観斜視図、図２は、図１のII－II線に沿う拡大断面図である。
【００１８】
　図１及び図２において、机(１)は、前後方向を向く左右１対の脚部(２)(２)を有する机
本体(３)と、両脚部(２)(２)に跨って机本体(３)上に取り付けられた天板(４)と、該天板
(４)の後端部において机本体(３)にそれぞれ取り付けられたデスクトップパネル(５)及び
幕板(６)と、該デスクトップパネル(５)及び幕板(６)を机本体(３)に対して着脱可能に支
持する左右１対のブラケット(７)(７)等とから構成されている。
【００１９】
　なお、デスクトップパネル(５)及び幕板(６)は、ブラケット(７)(７)を介して着脱可能
になっていることから、必ずしも同時に使用されるとは限らず、必要に応じてどちらか一
方、または両方同時に取り付けて使用する場合もあり、さらには両方とも取り付けずに使
用する場合もある。その使用形態は、利用者に任せられる。
【００２０】
　また、ブラケット(７)(７)は、机本体(３)に対する幕板(６)の上下方向の位置を、上下
２つの位置に切り換えできるようにしているとともに、幕板(６)の上下の向きを反対にし
て取り付けるのを可能にする。そこで、以下の説明では、図２に示すように、幕板(６)を
上側位置に配置して使用する態様を「セッティングＡ態様」、図３に示すように、下側位
置に配置して使用する態様を「セッティングＢ態様」、図４に示すように、幕板(６)の向
きを上下逆さにして取り付けて使用する態様を「セッティングＣ態様」と、それぞれの態
様を区別して呼ぶことにする。なお、図１は図２と同じ、セッティングＡ態様時の状態で
示している。
【００２１】
　左右１対のブラケット(７)(７)は同じ構造のものである。その１対のブラケット(７)(
７)は、机本体(３)における左右の脚部(２)(２)の後上部間に架設された左右方向を向く
連結補強部材(８)に、互いに左右両側に離れ、かつ、それぞれが後方を向くようにして取
り付けられている。なお、連結補強部材(８)の上面(8a)には、天板(４)の下面(4a)が当接
した状態で取り付けられている。
【００２２】
　図５は、デスクトップパネル(５)と幕板(６)とブラケット(７)(７)とを概略的に示す分
解斜視図である。デスクトップパネル(５)は、左右のブラケット(７)(７)が取り付けられ
ている位置にそれぞれ対応して、パネル板(5a)の下面に、該下面よりほぼ直角に下側へ向
かって突出している１対のピン(5b)(5b)を有している。各ピン(5b)(5b)には、図５のVI部
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拡大詳細斜視図である図６に示すように、その外周に２つのゴムリング(5c)(5c)が、ピン
(5b)の上下方向に離して装着されている。
【００２３】
　幕板(６)は、内部が一部空洞になった厚みのあるボードであり、ブラケット(７)と対向
する前面(6a)側で、かつ、左右のブラケット(７)(７)と各々対応した位置には、内部に雌
ねじを刻設した取付孔(９)(10)(11)(12)(13)がそれぞれ上下方向に離れて形成されている
(図２～図４参照)。また、幕板(６)の２つの位置、すなわちセッティグ態様Ａ及びＢのと
きに、上下方向の上側となる上面(6b)で、かつ、取付孔(９)～(13)の真上と対応する幕板
(６)の位置、及び、セッティング態様Ｃのときに、上下方向の上側(セッティグ態様Ａ及
びＢのときには、上下方向の下側)となる下面(6ｃ)で、かつ、取付孔(９)～(13)の真下と
対応する幕板(６)の位置には、それぞれ切欠部(14)(15)が形成可能になっている。なお、
切欠部(14)(15)は、図７に部分的に拡大して示しているように、通常は、取り外し可能な
キャップ(16)で閉じられ、使用するときにキャップ(16)を外すと切欠部(14)あるいは切欠
部(15)が形成され、使用しないときには再びキャップ(16)で閉じると塞ぐことができる構
造になっている。なお、図７では、キャップ(16)を取り外した状態を示している。
【００２４】
　図８は、ブラケット(７)と幕板(６)の周辺構造を一部分解して示す拡大斜視図である。
図８に示すように、各ブラケット(７)は、連結補強部材(８)を介して机本体(３)側に取り
付けられるブラケット本体(7A)と、幕板取付部として幕板(６)側に取り付けられる幕板取
付片(7B)とにより構成されている。
【００２５】
　図９～図１１はブラケット本体(7A)を示す図である。これらの図を参照して、ブラケッ
ト本体(7A)の構造をさらに説明すると、ブラケット本体(7A)は、アルミダイキャストで一
体に形成された基片部(17)、及び該基片部(17)の後部下面側よりほぼ直角に垂下している
垂下部(18)と、該垂下部(18)とは別に作られ、該垂下部(18)に取り付けられた取付プレー
ト(18A)とを有している。また、基片部(17)の前端面には、左右方向に向かう取付凹溝(17
A)が設けられており、該取付凹溝(17A)に連結補強部材(８)の前面側の一部を受け入れ、
該連結補強部材(８)に対する上下方向の位置決めを可能にしている。
【００２６】
　一方、基片部(17)の後端側には、垂下部(18)の後面よりも後方に突出してなるデスクト
ップパネル取付部(19)が設けられており、このデスクトップパネル取付部(19)のほぼ中心
に、机(１)の上下方向に貫通しているパネル取付孔(19A)が形成されている。そのパネル
取付孔(19A)の内径は、デスクトップパネル(５)側のピン(5b)を挿入させたとき、パネル
取付孔(19A)の内面に、ピン(5b)の外周に取り付けているゴムリング(5c)が圧接されてが
たつきを無くした状態となる大きさに設定されている。また、基片部(17)には、デスクト
ップパネル取付部(19)の後面から取付凹溝(17A)内にわたって連続した状態にして、取付
孔(21)が形成されている。さらに、基片部(17)の上面には、ブラケット本体(7A)の左右両
側にリード口が開放された状態にして、左右方向に延びる凹溝状の配線受け部(17B)が形
成されている。
【００２７】
　垂下部(18)の後端面には、机(１)の上下方向に細長く延びる長方形の凹溝(20A)が形成
されているとともに、さらに凹溝(20A)の底面に、それぞれ上下方向に延びる２つの凹溝(
20B)(20B)が、互いに上下方向に離れて形成されている。そして、凹溝(20A)内には、該凹
溝(20A)の全体を覆うようにして、金属製の上記取付プレート(18A)が取り付けられる。
【００２８】
　取付プレート(18A)は、ブラケット本体(7A)の凹溝(20B)(20B)にそれぞれ対応して、上
下方向に延びる係合部としての係合孔(22)(22)が形成されている。したがって、係合孔(2
2)(22)の裏面側は、凹溝(20B)(20B)が形成されていることによって空間になっている。ま
た、係合孔(22)(22）は、互いに同じ構造であり、上端に拡幅部(22A)を有し、その下方に
は拡幅部(22A)から連続し、かつ、拡幅部(22A)よりも狭い幅で形成されている狭幅部(22B
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)を有している。そして、この取付プレート(18A)は、凹溝(20A)内において、ブラケット
本体(7A)に取付ねじ(23a)で固定して取り付けられる。
【００２９】
　このように構成されたブラケット本体(7A)(7A)は、机本体(３)側に取り付ける場合、図
２に示すように、まず、配線受け部(17B)を上側に向け、かつ、上面の一部(7a)を天板(４
)の下面(4a)に当接させた状態にして、連結補強部材(８)の前面に取付凹溝(17A)を当接さ
せる。次いで、ブラケット本体(7A)の後端側からブラケット着脱手段を構成しているタッ
ピングスクリュー(23b)を、取付孔(21)を通って連結補強部材(８)の前面に設けられてい
る取付孔(8A)に螺合させると、連結補強部材(８)に固定して取り付けることができる。こ
れにより、ブラケット本体(7A)(7A)が連結補強部材(８)を介して机本体(３)に取り付けら
れる。
【００３０】
　図１２～図１５は幕板取付片(7B)を示す図である。これらの図を参照して、幕板取付片
(7B)の構造をさらに説明する。幕板取付片(7B)は、合成樹脂成形品で、取付プレート(18A
)の拡幅部(22A)(22A)と対応する寸法だけ、互いに上下方向に離れて形成された１対の被
係合部(24)(24)と、この被係合部(24)(24)との間で、かつ、上下方向に延びる長孔として
形成された取付孔(25)と、被係合部(24)を挟んで取付孔(25)と反対側に形成された取付孔
(26)(27)とを有している。各被係合部(24)(24)は、幕板取付片(7B)の前面(28)から前方に
向かってほぼ直角に突出され、取付プレート(18A)の拡幅部(22A)を貫通して凹溝(20B)内
まで侵入できる状態になっている。
【００３１】
　なお、各被係合部(24)(24)の前面(28)から取付プレート(18A)の板厚(ｔ)と同じか若し
くは幾分大きな寸法となる間の部分は、首部(24a)として機能し、該首部(24a)は左右の寸
法が狭幅部(22B)の幅(S1)と同じか若しくは幾分小さな寸法で形成されている。さらに、
各被係合部(24)(24)の首部(24a)よりも先端側の部分は拡幅頭部(24b)として機能し、該拡
幅頭部(24b)は左右の寸法が拡幅部(22A)の左右の寸法よりも小さく、かつ、狭幅部(22B)
よりも大きく形成されている。
【００３２】
　したがって、幕板取付片(7B)は、幕板取付片(7B)の前面(28)側から取付プレート(18A)
における拡幅部(22A)の内側に向かって押し付けて行くと、幕板取付片(7B)の各被係合部(
24)(24)は、ブラケット本体(7A)の拡幅部(22A)を通って凹溝(20B)内まで侵入できる。続
いて、幕板取付片(7B)を狭幅部(22B)内へ向かってスライドさせると、首部(24a)が狭幅部
(22B)内に侵入され、かつ、拡幅頭部(24b)が取付プレート(18A)の背面側に係合された凸
凹係合が得られる。この該凸凹係合により、幕板取付片(7B)の各被係合部(24)(24)は、ブ
ラケット本体(7A)における取付プレート(18A)の前後面に対して直角の方向に抜け止めさ
れ、幕板取付片(7B)がブラケット本体(7A)に対して取り付けられる。
【００３３】
　また、幕板取付片(7B)の各取付孔(25)(26)(27)は、幕板(６)の取付孔(９)～(13)に対応
している。その対応関係は、セッティングＡ態様の位置では、取付孔(26)と取付孔(９)、
及び取付孔(27)と取付孔(11)が対応し、セッティングＢ態様の位置では、取付孔(25)と取
付孔(９)、及び取付孔(27)と取付孔(10)が対応し、セッティングＣ態様の位置では、取付
孔(25)と取付孔(13)、及び取付孔(27)と取付孔(12)が対応する。そして、幕板取付片(7B)
はそれぞれの対応する位置において、取付ねじ(29)で幕板(６)の前面(6a)に固定できるよ
うになっている。
【００３４】
　次に、作用を説明する。幕板(６)のセッティングＡ態様位置に幕板取付片(7B)を取り付
けた状態で、幕板取付片(7B)を幕板(６)とともにブラケット本体(7A)に取り付ける。この
セッティングＡ態様位置に取り付けた状態では、ブラケット本体(7A)のデスクトップパネ
ル取付部(19)が、幕板(６)内に侵入した状態となる。しかし、該デスクトップパネル取付
部(19)と対応する位置には切欠部(14)を設けているので、切欠部(14)のキャップ(16)を取
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り外すと、切欠部(14)内にデスクトップパネル取付部(19)を逃がし、図２に示すように、
幕板取付片(7B)の前面(28)を取付プレート(18A)に当接させた状態で取り付けることがで
きる。この取付状態では、幕板(６)の上面(6B)が天板(４)の下面(4a)とほぼ同一となる。
【００３５】
　また、この取付状態では、配線受け部(17B)において、天板(４)の後端面(4c)と幕板(６
)との間に隙間(30a)が作られ、さらに該隙間(30a)に連通して、天板(４)の下面(4a)と配
線受け部(17B)との間に配線スペースとしての隙間(30b)が作られる。そして、配線ケーブ
ル(31)を左右方向に向け、その配線ケーブル(31)を隙間(30a)より各配線受け部(17B)上の
隙間(30b)内に侵入させ、左右１対のブラケット(７)(７)に跨らせると、該配線ケーブル(
31)を天板(４)の下面(4a)に沿った状態にして配置することができる。すなわち、この配
線では、該配線ケーブル(31)は天板(４)で隠され、外部に露呈しない状態で配線される。
【００３６】
　次いで、デスクトップパネル取付部(19)の取付孔(19A)にピン(5b)を差し込むと、ブラ
ケット本体(7A)上にデスクトップパネル(５)を取り付けることができる。このようにして
取り付けたデスクトップパネル(５)は、幕板(６)と同一平面をなし、また、天板(４)とほ
ぼ直角をなした状態になる。図１及び図２は、この状態を示す。
【００３７】
　次に、幕板(６)のセッティングＢ態様位置に幕板取付片(7B)を取り付けた状態で、幕板
取付片(7B)を幕板(６)とともにブラケット本体(7A)に取り付けた場合が、図３である。こ
の場合では、幕板(６)がセッティングＡ態様位置の場合と比べて、上下方向において下側
へ移動された状態になる。次いで、ピン(5b)をデスクトップパネル取付部(19)の取付孔(1
9A)に差し込み、デスクトップパネル(５)をブラケット本体(7A)上に取り付けると、デス
クトップパネル(５)と幕板(６)との間に隙間(α)が作られた状態となる。この隙間(α)が
作られる点がセッティングＡ態様位置の場合と異なる点であり、それ以外は同じであるの
で、説明は省略する。
【００３８】
　次に、幕板(６)のセッティングＣ態様位置に幕板取付片(7B)を取り付ける場合は、幕板
(６)は、上下の向きがセッティングＡ態様位置、及びセッティングＢ態様位置の場合とは
逆になる。すなわち、幕板取付片(7B)は、幕板(６)に対して上下の向きが逆になった状態
で取り付けられ、幕板取付片(7B)をブラケット本体(7A)に幕板(６)とともに取り付ける。
図４は、このセッティングＣ態様位置に取り付けた状態を示す。
【００３９】
　この幕板取付片(7B)を幕板(６)のセッティングＣ態様位置に取り付けた場合では、幕板
(６)がセッティングＡ態様位置の場合と比べて、机(１)の上下方向において、上側へ位置
が移動された状態になる。また、ブラケット本体(7A)のデスクトップパネル取付部(19)が
、幕板取付片(7B)の内部に侵入する状態となる。しかし、該デスクトップパネル取付部(1
9)と対応する位置には切欠部(15)を設けているので、切欠部(15)のキャップ(16)を取り外
すことにより、デスクトップパネル取付部(19)を切欠部(15)内に逃がし、図４に示すよう
に、幕板取付片(7B)の前面(28)を取付プレート(18A)に当接させた状態で取り付けること
ができる。この取付状態では、幕板(６)の上面(6B)が天板(４)の上面(4b)とほぼ同一にな
る。
【００４０】
　次いで、ピン(5b)をデスクトップパネル取付部(19)の取付孔(19A)に差し込み、デスク
トップパネル(５)をブラケット本体(7A)上に取り付けた場合では、デスクトップパネル(
５)と幕板(６)とは、間に隙間が作られることなく密着した状態になる。
【００４１】
　したがって、この実施形態における構成では、上述のように作用することによって、次
の(ｉ)～(xi)のような効果が期待できる。
【００４２】
（i）机(１)に設けられた同じブラケット(７)を使用して、デスクトップパネル(５)と幕
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板(６)をそれぞれ机(１)に取り付けることができるので、部品点数の低減及び構造の簡略
化が図れ、低コスト化が可能になる。
【００４３】
（ii）デスクトップパネル(５)と幕板(６)を机(１)に取り付けた状態では、デスクトップ
パネル(５)と幕板(６)とが互いに同一平面を形成するので、体裁の向上が図れる。
【００４４】
（iii）幕板(６)を、幕板取付片(7B)に上下方向の取付位置調節可能として装着したこと
により、デスクトップパネル(５)と幕板(６)とを、互いに密接させて机(１)に装着したり
、それらの間に隙間(α)を設けて机(１)に装着したりすることができ、隙間(α)を設けた
場合は、その隙間(α)から配線を前後方向に通すことができる。
（iv）ブラケット着脱手段としてのタッピングスクリュー(23b)を使用して、ブラケット(
７)を机本体(３)に着脱可能に取り付けているので、デスクトップパネル(５)と幕板(６)
の取り付けが不要なときには、ブラケット(７)を机本体(３)から取り外し、必要なときに
再び取り付けるという選択を自由に行うことができる。これにより、使い勝手が良くなる
。
【００４５】
（v）ブラケット(７)を机本体(３)に、連結補強部材(８)を介して取り付けるので、この
連結補強部材(８)を用いることにより、取付強度の向上が図れる。
【００４６】
（vi）ブラケット（７）の配線受け部（17B）を利用して、配線ケーブル(31)を天板(４)
の下面(4a)と配線受け部(17B)との間の隙間(30b)内に、配線が外部に露呈するのを防止し
た状態にして配線することができるので、十分な配線容量が確保でき、使い勝手並びに体
裁が良くなる。そして、ブラケット(７)がブラケット着脱手段としてのタッピングスクリ
ュー(23b)にて、ブラケット(７)が着脱可能に取り付けられているので、デスクトップパ
ネル(５)を取り付けた際、自動的に配線処理機能も追加されることになる。
【００４７】
（vii）ブラケット（７）に対してデスクトップパネル（５）が着脱可能になっているの
で、デスクトップパネル（５）が不要なときはブラケット（７）から取り外し、必要なと
きに再び取り付けるという選択を自由に行うことができる。これにより、使い勝手が良く
なる。
【００４８】
（viii）係合部としてのデスクトップパネル取付部(19)の取付孔(19A)に係合ピン(5b)を
挿入係合させると、ブラケット(７)に対してデスクトップパネル(５)を簡単に取り付ける
ことができるので、取付作業の簡略化が図れる。
【００４９】
（ix）係合ピン(5b)の外周に弾性部材であるゴムリング(5c)を設け、該ゴムリング(5c)に
より取付孔(19A)と係合ピン(5b)との間の隙間を無くすようにしているので、デスクトッ
プパネル(５)のがたつきを防止することができる。
【００５０】
（x）ブラケット(７)に対して幕板(６)が着脱可能になっているので、幕板(６)が不要な
ときにはブラケット(７)から取り外し、必要なときに再び取り付けるという選択を自由に
行うことができる。これにより、使い勝手が良くなる。
【００５１】
（xi）係合部である係合孔(22)の拡幅部(22A)に被係合部(24)を押し込み、その後、狭幅
部(22B)内をスライドさせると、ブラケット(７)に対して幕板(６)を簡単に取り付けるこ
とができるので、取付作業の簡略化が図れる。
【００５２】
（xii）幕板(６)側に突き出したブラケット(７)の一部であるデスクトップパネル取付部(
19)を幕板(６)側の凹所である切欠部(14)(15)で吸収するようにしているので、幕板(６)
の上端を、ブラケット(７)に装着したデスクトップパネル(５)と前後位置を揃えた状態で
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、デスクトップパネル(５)の下端に当接させたり、机(１)の天板(４)の上面と等高とした
りすることができるとともに、幕板(６)を、机(１)寄りに近接させて装着したりすること
ができる。
　また、幕板(６)の下面側にも、前面に繋がる切欠部(15)を設けたことにより、幕板(６)
を上下反転させて、さらに別の態様でブラケット(７)に装着することができる。
【００５３】
　なお、本発明は、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で、上記各実施形態に種々の変形や
変更を施すことが可能である。例えば、上記実施例では、ブラケット本体(7A)側に係合部
である係合孔(22)を設け、幕板取付片(7B)側に被係合部(24)を設けた構造を開示したが、
ブラケット本体(7A)側に被係合部(24)を設け、幕板取付片(7B)側に係合部である係合孔(2
2)を設けた構造にしてもよい。
【００５４】
　また、ブラケット本体(7A)とデスクトップパネル(５)との関係において、取付孔(19A)
をデスクトップパネル(５)側に設け、ピン(5b)をブラケット本体(7A)側に設ける構造とし
てもよい。
【００５５】
　さらに、ブラケット(７)は左右に１対設けた構造を開示したが、２つ以上であってもよ
い。
【００５６】
　また、例えば図１６及び図１７に示すように、狭幅部(22B)の幅を、拡幅部(22A)から離
れるに従って幅が徐々に小さくなるようにして形成し、狭幅部(22B)内をスライドする被
係合部(24)における首部(24a)の断面形状を、狭幅部(22B)の先端側で狭幅部(22B)に対し
て楔係合を可能にする台形状にして構成してもよい。なお、図１６はブラケット(７)の分
解斜視図であり、図１７は首部(24a)が拡幅部(22A)にあるときと、拡幅部(22A)から狭幅
部(22B)の最奥端に移動したときとの、２つの状態を示している。このように構成すると
、被係合部(24)が拡幅部(22A)から狭幅部(22B)内へ向かって係合孔(22)内をスライドして
行くと、首部(24a)が狭幅部(22B)の遊端側で強固に楔係合するので、係合孔(22)と被係合
部(24)との係合を確実に、かつ、がたつき無く係合させることができる。
【００５７】
　さらに、ブラケット本体(7A)と幕板取付片(7B)との間にばね部材を介装し、係合孔(22)
と被係合部(24)との凸凹係合において、狭幅部(22B)の背面に拡大頭部(24b)がばね圧接さ
れた状態にしておくと、ブラケット本体(7A)と幕板取付片(7B)との間のがたつきを無くす
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の一実施形態を備える机を背面側から見た外観斜視図である。
【図２】図１におけるII－II線に沿う拡大縦断側面図であり、セッティングＡ態様とした
ときの状態を示す。
【図３】セッティングＢ態様の状態としたときの図２と同様の部分の拡大縦断側面図であ
る。
【図４】セッティングＣ態様の状態としたときの図２と同様の部分の拡大縦断側面図であ
る。
【図５】デスクトップパネルと幕板とブラケットとを概略的に示す分解斜視図である。
【図６】図５のVI部拡大詳細斜視図である。
【図７】切欠部を説明する要部拡大斜視図である。
【図８】ブラケットと幕板の周辺構造を一部分解して示す拡大斜視図である。
【図９】ブラケット本体の正面図である。
【図１０】図９のX－X線に沿う縦断側面図である。
【図１１】図９のXI－XI線に沿う横断平面図である。
【図１２】幕板取付片の正面図である。
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【図１３】同じく側面図である。
【図１４】同じく底面図である。
【図１５】図１２のXV－XV線に沿う縦断側面図である。
【図１６】ブラケットの他の実施例を模式的に示す分解斜視図である。
【図１７】同じく、その係合時の部分縦断正面図である。
【符号の説明】
【００５９】
(１)机
(２)脚部
(３)机本体
(４)天板
(4a)下面
(4b)上面
(4c)後端面　
(５)デスクトップパネル
(5a)パネル板
(5b)ピン
(5c)ゴムリング(弾性部材)
(６)幕板
(6a)前面
(6b)上面
(７)ブラケット
(7A)ブラケット本体
(7B)幕板取付片
(８)連結補強部材
(8A)取付孔
(９)(10)(11)(12)(13)取付孔
(14)切欠部
(15)切欠部
(16)キャップ
(17)基片部
(17A)取付凹溝
(17B)配線受け部
(18)垂下部
(18A)取付プレート
(19)デスクトップパネル取付部
(19A)取付孔
(20A)凹溝
(20B)凹溝
(22)係合孔(係合部)
(22A)拡幅部
(22B)狭幅部
(23a)取付ねじ
(23b)タッピングスクリュー(ブラケット着脱手段)
(24)被係合部
(24a)首部
(24b)拡幅頭部
(25)(26)(27)取付孔
(28)前面
(29)取付ねじ
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(30a)隙間
(30b)隙間
(31)配線ケーブル
(α)隙間

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】
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